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 市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

    令和４年９月２８日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合条例第５号 

市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例 

 市町村職員退職手当条例（昭和３８年組合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「含む」の次に「。第１６条第２項において「勤務日数」という」を加え、「１８日」の

次に「（１月間の日数（組合市町村の休日を定める条例に規定されている休日の日数は、算入しない。）が

２０日に満たない日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数を減じた日

数。第１６条第２項において「職員みなし日数」という。）」を加える。 

 第１６条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令又は条例若しくはこれ

に基づく市町村規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日」を

「勤務日数が職員みなし日数」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の市町村職員退職手当条例第２条第２項及び第１６条第２項の規定は、令和４年１０月１日以

後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計

算については、なお従前の例による。 
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 市町村職員退職手当条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

    令和４年９月２８日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合規則第４号 

市町村職員退職手当条例施行規則の一部を改正する規則 

 市町村職員退職手当条例施行規則（昭和５３年組合規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項及び第４項中「勤務状況証明書」を「勤務状況報告書」に改める。 

 様式第３号を次のように改める。 
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 様式第３号－２を次のように改める。 
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 様式第９号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 


